
 

1 

北上市告示甲第30号 

 

北上市放課後児童健全育成事業者指導監査実施要綱を次のように定め、令和５年４

月１日から施行する。 

 

  令和５年３月31日  

                    北上市長 髙 橋 敏 彦 

 

   北上市放課後児童健全育成事業者指導監査実施要綱 

 

（趣旨） 

第１ この告示は、児童福祉法（昭和22年法律第1 6 4号。以下「法」という。）第６

条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業（以下「事業」という。）を行う

者（以下「事業者」という。）の適正な運営の確保を図るため、法第34条の８の３

第１項の規定により市長が事業者に対して実施する報告の要求、質問、立入り及び

検査（以下「指導監査」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（指導監査の実施） 

第２ 指導監査は、事業者に対し、事業に関連する法令及び国からの通知並びに北上 

市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準条例（平成29年北上市条例第７号）

及び北上市放課後児童健全育成事業実施要綱（平成29年北上市告示甲第27号）に定 

める事項について、周知を徹底し遵守を求めるとともに、必要に応じて指導、助言、 

是正の措置等を講ずるものとする。 

２ 指導監査は、必要に応じて他の法令等に基づく指導等（事業に関係する事項につ

いて行う指導監査に類するものをいう。）と同時に行うことができるものとする。 

 （指導監査の類型等） 

第３ 指導監査の種類は、書面指導監査、実地指導監査及び特別指導監査に区分する。 

２ 書面指導監査は、事業者から提出された監査資料に基づいて行う監査方法とし、

原則として毎年実施するものとする。 

３ 実地指導監査は、事業者の施設において行う監査方法とし、原則として３年に１

回実施するものとする。 

４ 市長は、前項の規定に関わらず、必要があると認める場合は、随時に実地指導監

査を実施することができる。 

５ 特別指導監査は、虐待その他児童の健全な育成に重大な支障が生じた場合又はそ

のおそれがあると市長が認めた場合に、該当する事業者を対象に、随時実施するも

のとする。 

（監査指導員） 
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第４ 市長は、指導監査を効果的に行うため、北上市放課後児童健全育成事業者監査

指導員（以下「監査指導員」という。）を置くことができる。 

２ 監査指導員は、税理士法（昭和26年法律第2 3 7号）第18条の規定により税理士名

簿に登録を受けた税理士のうちから市長が委嘱する。 

 （立入検査員） 

第５ 市長は、事業者の指導監査を行うため、指導監査を行う職員（監査指導員を含

む。以下「立入検査員」という。）に対し、法第34条の８の３第２項において準用

する法第18条の16第２項に規定する証明書として、立入検査員証（様式第１号）を

交付するものとする。 

２ 立入検査員は、指導監査の実施に当たり、立入検査員証を携行し、関係者の請求

があるときは、これを提示しなければならない。 

 （指導監査の実施通知）  

第６ 市長は、指導監査の実施に当たっては、その実施日の１月前までに、事業者に

対し、実施期日、指導監査を行う職員の職及び氏名、監査の実施方針その他必要な

事項を通知するものとする。 

２ 市長は、事業者の実態を把握するため必要と認められるときは、事前に通知する

ことなく指導監査を実施することができるものとする。 

 （指導監査資料の提出） 

第７ 市長は、指導監査の実施に当たっては、事業者に対し、あらかじめ通知する指

導監査事前提出資料を、指導監査を実施する日の10日前までに提出するよう求める

ものとする。 

 （指導監査結果の講評等） 

第８ 立入検査員は、実地指導監査終了後、事業所の職員等の出席を求めて、指導監

査結果について講評を行うものとする。 

（指導監査結果に関する指摘等） 

第９ 市長は、指導監査の結果、是正又は改善を要する事項がある場合は、指導監査

結果通知書（様式第２号）により、その内容及び方法を速やかに事業者に対して通

知するものとする。 

２ 市長は、前項の指摘に対する是正又は改善の状況について、期限を定めて指導監

査結果に係る改善結果報告書（様式第３号）により報告を求めるほか、必要に応じ

て立入検査員を派遣し、その状況を確認するものとする。 

３ 市長は、第１項の指摘事項について、是正又は改善の措置が講じられない場合は、 

必要に応じて、法第34条の８の３第３項に定める手続を経て改善を命じる等の措置

をとるものとする。 

４ 市長は、特別指導監査の実施状況について、事業者に対する指摘事項の内容及び

その改善状況をホームページに掲載するものとする。 
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（補則） 

第10 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 
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様式第１号（第５関係） 

 

（表） 

 

第 号 

立入検査員証 

所属 

氏名 

生年月日 

上記の者は、児童福祉法（昭和22年法律第1 6 4号）第34条の８の３の

規定による立入検査を行う職員であることを証明する。 

有効期限：交付の日から  年 月 日までの期間 

年 月 日 交付 

北上市長       印    

 

 

（裏） 

 本証は放課後児童健全育成事業者その他関係者に対して質問し、又は放課後

児童健全育成事業所に立ち入り、検査を行う場合には必ず携行しなければなら

ない。その際、関係者に本証を提示しなければならない。 

【児童福祉法抜粋】 

第34条の８の２第１項 市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

ついて、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準

は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な水準を確保する

ものでなければならない。 

第34条の８の３第１項 市町村長は、前条第１項の基準を維持するため、放課

後児童健全育成事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又

は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立

ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。  
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様式第２号（第９関係） 

年 月 日  

           様 

北上市長         印        

 

指導監査結果通知書 

 

  年 月 日に指導監査を実施したところ、次の指摘事項については是正改善の必

要がありますので、所要の措置を講ずるとともに、その結果を指導監査結果に係る改

善報告書に記載し、  年 月 日までに提出してください。 

 なお、報告にあたっては、是正改善結果に係る会議録の写し、改善結果が確認でき

る書面等市長が必要と認める書類を添付してください。 

記 

結果の内容（指摘事項） 
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様式第３号（第９関係） 

年 月 日  

 北上市長 様 

事業者等の名称 

及び代表者名 

 

指導監査結果に係る改善結果報告書 

 

  年 月 日付け 第 号で通知のあった指摘事項について、次のとおり報告しま

す。 

指摘事項 改善内容 

  

備考 １ 改善した内容、期日等を具体的に記入してください。 

   ２ 是正改善結果に係る会議録の写し、改善結果が確認できる書面等を添付し

てください。 


